
境界証明書交付申請部数の注意点について 

 

国、県、市及び地方公共団体に準ずる組織へ提出する境界証明書の交付手数料は免除と

なります。また、仕事の依頼元が上記の組織であった場合、境界証明書の交付手数料は、 

全て免除となります。交付手数料が免除になる証明書がある場合には、交付部数から除いて

記入をお願いいたします。 

 

 

【根拠法令】  

郡山市手数料条例第５条１項１号では、手数料の徴収について、以下のように規定してお

ります。 

 

第５条 次の各号のいずれかに該当する事務に係る手数料は、徴収しない。 

(1) 国又は地方公共団体から公務に関して必要とするため申請又は請求があった事務

で、市長が当該事務に係る手数料の免除の必要があると認めるもの  

交付部数は、手数料が発生する部数と

なります。 

例：提出部数が国 1部、県１部、本市

道路維持課 1部、農地課１部、申請人

分が３部の場合、部数は３部となりま

す。 


